
法人事業税に係る外形標準課税の概要

　　＊東京都では、標準税率に１．０５を乗じた『超過税率』を適用しています。（都税条例第３３条、同附則第５条の２、第２３条）

対　 象

超過税率 （標準税率） 超過税率

　年所得４００万円以下の金額 １．６９％ １．５％ ３．９９％

　年所得４００万円を超え年８００万以下の金
額

２．４７５％ ２．２％ ５．７７５％

　年所得８００万円を超える金額

　軽減税率不適用法人又は清算所得　

０．５０４％ ―    ０．５０４％

０．２１％ ― ０．２１％

平成22年3月　東京都主税局

地方法人特別税の申告については、地方法人特別税をご覧ください。

平成20年10月1日以後に開始する
事業年度（注）

平成16年4月1日から
平成20年9月30日ま
でに開始する事業年度

３．２６％ ２．９％

  付加価値割

  資本割

（注）東京都において外形標準課税により申告する法人の事業税は、超過税率が適用になります。
　　地方法人特別税額の申告は、標準税率により算定した基準法人所得割額が課税標準額となります。

７．５６％

所
得
割

  資本金の額（又は出資金の額）が1億円超の法人

税　率

  所　得　等　の　区　分

東京都における外形標準課税の超過税率

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/chihou_houtoku.html
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